社会福祉法人　喬木村社会福祉協議会の概要

　喬木村社会福祉協議会は、喬木村に暮らすすべての人が、共に支え合い助け合い

心豊かな生活を生涯にわたって送るために設立されました。
　住民主体の考え方に基づいて地域福祉の推進を図り、住民みんながやすらぎと安心の

社会を目指す組織です。
　住民の福祉活動の組織化や社会福祉の企画・実施など住民参加の支援を行う公共性

と自主性を併せ持つ民間組織で、概要は次のとおりです。
■事業者
　法人名　　　　　社会福祉法人　喬木村社会福祉協議会
　法人所在地　　　長野県下伊那郡喬木村6670番地1

　電話番号　　　　0265-33-4567

　設立年月日　　　平成２年８月16日

■構成

　会長

　副会長

　理事　　　　９名（会長・副会長を含む）

　監事　　　　２名
　評議員　　　23名

　会員　　　（一般・賛助・特別）

　利用者苦情解決第三者委員　　３名

　地域福祉権利擁護安心ネットワーク事業支援員　　１名
■事業
　●地域福祉事業
　●介護保険事業

・居宅介護支援事業

・訪問介護事業（介護サービスセンターふれ愛）
・通所介護事業（デイサービスセンターふれ愛・宅老所ふれ愛）

・施設介護事業（特養喬木荘）

●村からの委託事業
・障害者等共同作業所「さくらの園」　・生活支援ホームヘルプサービス
・いきいきクラブ　　　　　　　　　　・訪問理美容サービス
・配食サービス　　　　　　　　　　　・寝具乾燥消毒サービス
・ミニデイサービス

　　

· 各事業についてのお問い合せ・デイサービスセンターふれ愛・宅老所ふれ愛
いきいきクラブ・特養喬木荘は見学できますので、いつでもお気軽に社会福祉

　　　協議会までご連絡下さい。

· 当協議会は、個人情報を取得するときは利用目的を明示するとともに、当該個人情報の利用目的の範囲を超えた取り扱いは致しません。
地域福祉事業

　誰もが安心して暮らすことができる地域づくりを目指します。

■事業内容

・ミニデイサービスの活動支援
・ボランティアの育成・活動支援
・共同募金事業

・住民支え合いマップ作りの支援
・ふれ愛広場
・心配ごと相談

・ひとり暮らし高齢者の交流会（稲穂会）
・希望の旅

・要援護者への支援

・福祉教育の推進
・生活福祉資金の貸付

・福祉用具の貸与
・福祉大会の開催　　

　・福祉啓発活動（社協だよりの発行）
　・災害対応学習会
　・福祉団体との連携

　・福祉車両の貸出し

身障者等共同作業所「さくらの園」
　障害者に就労の機会を提供し、生活の拡大・充実を図ります。

■利用時間　　月曜日～金曜日（年末年始・祝祭日を除く）

午前９時～午後５時

■定員　　　　10名以上
福祉輸送サービス
　高齢者・障害者等公共交通機関の利用が困難な方の、通院のための移動を
支援します。
■利用時間　　月曜日～土曜日（年末年始を除く）
■利用料　　　２㎞まで300円　以降１㎞につき140円
いきいきクラブ

　おおむね80歳以上の、自立されている方と、要支援１～２の方を対象。地域の人たちと出かける楽しみをもって交流し、安心して自立した生活が送れるように支援します。

■利用時間　　　月・火・水・木・金曜日（年末年始・祝祭日を除く）

　　　　　　　午前10時～午後３時（送迎実施）

■利用料　　　　１回　800円

■事業内容

・健康チェック、健康相談

・運動機能低下予防のストレッチ体操

・レクリェーション

・買い物

・諸行事への参加等

居宅介護支援事業
　介護保険で要介護以上の認定をうけた方に対して、心身の状況や生活環境要望等を考慮して、安心して在宅生活が営めるよう介護支援専門員がサービス計画を作成します。
■利用時間　　　月曜日～金曜日（年末年始・祝祭日を除く）

午前８時15分～午後５時15分

■利用料　　　　無料

介護サービスセンターふれ愛

　住み慣れた自宅でその人らしく、安心して暮らしを続けられるよう、一人一人のニーズに応じ、日常生活全般にわたって支援します。

■利用時間　　毎日（年末年始・祝祭日を除く）

■利用料　　　介護保険適用（利用者1割負担）
■事業内容

・介護保険による訪問介護

・障害者総合自立支援法に基づく訪問介護

・生活支援ホームヘルプサービス

　　　　　
デイサービスセンターふれ愛
　明るく楽しく元気よく住み慣れた地域で、自立した生活を送れるようサービスの提供に努めます。

■利用時間　　月曜日～土曜日（年末年始を除く）

　　　　　　午前９時～午後６時

■利用料　　　介護保険適用（利用者１割負担）
■定員　　　　34名

■事業内容　　介護保険による通所介護
宅老所ふれ愛

　家庭的な雰囲気の中で少人数の個別介護を目指します。今まで培った体験を取り入れ、生き生きと自立した生活が送れるように支援します。
■利用時間　　月曜日～土曜日（年末年始を除く）

　　　　　　午前９時～午後６時

■利用料　　　介護保険適用（利用者1割負担）

■定員　　　　１０名

■事業内容　　介護保険による通所介護

特別養護老人ホーム　喬木荘
■事業内容
　介護保険法の指定介護老人福祉施設として、施設サービス計画書にもとづき、日常生活や療養上のお世話をします。

　また、短期入所生活介助事業も併設して行っています。喬木荘は、平成５年に喬木村が建設、

広域連合の運営の下に開設され、平成18年より喬木村の指定管理を受けて当社会福祉協議会が運営しています。
　平成24年度に増改築工事後を行い、施設内は３つのフロアに分かれ、それぞれ四季折々の風景を眺められ明るい雰囲気となりました。

　保育園児や小中学生との交流、地元地区との共催夏祭りの開催など、地域にねざした事業をすすめています。

■理念

　「私たちは、利用者様一人一人の尊厳を守り、その人らしく生活できるよう支え、地域の人々が安心できる福祉施設をめざします。」

■定員

本入所50名　短期入所15名

(4人部屋9室、2人部屋12室、1人部屋5室)

